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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　太陽電池パネルと該太陽電池パネルを周囲から保持するフレーム部材とを有する太陽電
池モジュールと、
　前記太陽電池モジュールを支持する架台と、
を備え、
　前記フレーム部材の受光面の表面のうちの少なくとも一部における内縁部側から外縁部
側にかけて疎水性部材が配されるとともに、
　前記疎水性部材が、重力方向に前記架台が配置されていない位置に設けられたことを特
徴とする太陽電池アレイ。
【請求項２】
　太陽電池パネルと該太陽電池パネルを周囲から保持するフレーム部材とを有する太陽電
池モジュールと、
　前記太陽電池モジュールを支持する架台と、
を備え、
　前記フレーム部材の側面のうちの少なくとも一部における受光面側から裏面側にかけて
疎水性部材が配されるとともに、
　前記疎水性部材が、重力方向に前記架台が配置されていない位置に設けられたことを特
徴とする太陽電池アレイ。
【請求項３】



(2) JP 5106895 B2 2012.12.26

10

20

30

40

50

　請求項１または請求項２に記載の太陽電池アレイであって、
　前記疎水性部材とは別設された疎水性部材が、前記架台の表面上に配され、且つ該架台
の表面よりも高い疎水性を有することを特徴とする太陽電池アレイ。
【請求項４】
　請求項１から請求項３のいずれかに記載の太陽電池アレイであって、
　前記疎水性部材が、シリコン樹脂、およびフッ素樹脂のうちの少なくとも１つの素材に
よって構成されたことを特徴とする太陽電池アレイ。
【請求項５】
　請求項１から請求項４のいずれかに記載の太陽電池アレイであって、
　前記疎水性部材とは別設された疎水性部材が、前記太陽電池モジュールの裏面に配され
たことを特徴とする太陽電池アレイ。
【請求項６】
　請求項５に記載の太陽電池アレイであって、
　前記太陽電池モジュールの裏面上に配された前記疎水性部材が、前記架台の一端を物理
的に接続している接続部を囲むように設けられ、
　前記接続部が、前記太陽電池モジュールの裏面上に配された前記疎水性部材の一部を含
むことを特徴とする太陽電池アレイ。
【請求項７】
　請求項２に記載の太陽電池アレイであって、
　前記疎水性部材が、前記太陽電池モジュールの側面を複数の領域に区分けするように、
該太陽電池モジュールの受光面側から裏面側にかけて延設されたことを特徴とする太陽電
池アレイ。
【請求項８】
　請求項１から請求項７のいずれかに記載の太陽電池アレイであって、
　前記重力方向に向かって該重力方向に垂直な断面の面積が徐々に減少するように突起し
た突起部が前記フレーム部材に設けられ、
　前記突起部が、前記疎水性部材において前記フレーム部材の外周方向に張り出した部分
に含まれることを特徴とする太陽電池アレイ。
【請求項９】
　請求項１から請求項８のいずれかに記載の太陽電池アレイであって、
　前記架台が、表面がメッキ加工された鋼材を含むことを特徴とする太陽電池アレイ。
【請求項１０】
　請求項１から請求項９のいずれかに記載の太陽電池アレイであって、
　前記受光面が、重力方向に対して所定角度を成して配置されたことを特徴とする太陽電
池アレイ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、太陽電池モジュールを配置した太陽電池アレイに関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、南側の傾斜した屋根に太陽電池モジュールが設置されることが頻繁に行われてい
る。
【０００３】
　しかしながら、建物の種類や用途や地域性などによって、建物の屋根が太陽光を受光す
るのに適した傾斜を有していない場合も多い。
【０００４】
　このような場合には、比較的安価なメッキ鋼板製の架台を用いて太陽電池モジュールの
受光面を太陽光を受光するのに適した角度に調整することが行われている。この太陽電池
モジュールを架台で保持した構成は、一般に「太陽電池アレイ」などと称される。
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【０００５】
　また、太陽電池パネルは、一般的に屋外に設けられるため、雨水による劣化や汚れの影
響が懸念され、このような問題に対しては、種々の技術が提案されている（例えば、特許
文献１、２）。
【０００６】
【特許文献１】特開２００１－６０７０１号公報
【特許文献２】実開平６－１７２５７号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　しかしながら、特許文献１、２の技術は、太陽電池パネルにおける雨水への対策に関す
る技術であり、太陽電池アレイに関する技術ではなく、太陽電池アレイは屋外に設けられ
るために、雨水に起因して架台表面において錆や腐食が発生し易いといった特有の問題を
抱えている。特に、上方に広い面積を有する太陽電池モジュール上に降り注ぐ雨水が、太
陽電池モジュールの表面を伝って、架台へ大量に流れ込み、架台表面における錆や腐食の
発生を助長する。
【０００８】
　本発明は、上記課題に鑑みてなされたものであり、架台における錆や腐食の発生を抑制
することができる太陽電池アレイを提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　上記の課題を解決するために、請求項１の発明は、太陽電池パネルと該太陽電池パネル
を周囲から保持するフレーム部材とを有する太陽電池モジュールと、前記太陽電池モジュ
ールを支持する架台とを備え、前記フレーム部材の受光面の表面のうちの少なくとも一部
における内縁部側から外縁部側にかけて疎水性部材が配されるとともに、前記疎水性部材
が、重力方向に前記架台が配置されていない位置に設けられたことを特徴とする太陽電池
アレイである。
【００１０】
　また、請求項２の発明は、太陽電池パネルと該太陽電池パネルを周囲から保持するフレ
ーム部材とを有する太陽電池モジュールと、前記太陽電池モジュールを支持する架台とを
備え、前記フレーム部材の側面のうちの少なくとも一部における受光面側から裏面側にか
けて疎水性部材が配されるとともに、前記疎水性部材が、重力方向に前記架台が配置され
ていない位置に設けられたことを特徴とする太陽電池アレイである。
【００１４】
　また、請求項３の発明は、請求項１または請求項２に記載の太陽電池アレイであって、
前記疎水性部材とは別設された疎水性部材が、前記架台の表面上に配され、且つ該架台の
表面よりも高い疎水性を有することを特徴とする。
【００１５】
　また、請求項４の発明は、請求項１から請求項３のいずれかに記載の太陽電池アレイで
あって、前記疎水性部材が、シリコン樹脂、およびフッ素樹脂のうちの少なくとも１つの
素材によって構成されたことを特徴とする。
【００１６】
　また、請求項５の発明は、請求項１から請求項４のいずれかに記載の太陽電池アレイで
あって、前記疎水性部材とは別設された疎水性部材が、前記太陽電池モジュールの裏面に
配されたことを特徴とする。
【００１７】
　また、請求項６の発明は、請求項５に記載の太陽電池アレイであって、前記太陽電池モ
ジュールの裏面上に配された前記疎水性部材が、前記架台の一端を物理的に接続している
接続部を囲むように設けられ、前記接続部が、前記太陽電池モジュールの裏面上に配され
た前記疎水性部材の一部、および前記太陽電池モジュールの裏面の一部のうちの少なくと
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も一方を含むことを特徴とする。
【００１８】
　また、請求項７の発明は、請求項２に記載の太陽電池アレイであって、前記疎水性部材
が、前記太陽電池モジュールの側面を複数の領域に区分けするように、該太陽電池モジュ
ールの受光面側から裏面側にかけて延設されたことを特徴とする。
【００２０】
　また、請求項８の発明は、請求項１から請求項７のいずれかに記載の太陽電池アレイで
あって、前記重力方向に向かって該重力方向に垂直な断面の面積が徐々に減少するように
突起した突起部が前記フレーム部材に設けられ、前記突起部が、前記疎水性部材において
前記フレーム部材の外周方向に張り出した部分に含まれることを特徴とする。
【００２１】
　また、請求項９の発明は、請求項１から請求項８のいずれかに記載の太陽電池アレイで
あって、前記架台が、表面がメッキ加工された鋼材を含むことを特徴とする。
【００２２】
　また、請求項１０の発明は、請求項１から請求項９のいずれかに記載の太陽電池アレイ
であって、前記受光面が、重力方向に対して所定角度を成して配置されたことを特徴とす
る。
【発明の効果】
【００２３】
　太陽電池モジュールの任意の位置から架台の表面にかけた経路上に、疎水性を有する部
材を設けることで、太陽電池モジュール上に降り注ぎ、太陽電池モジュールにおける表面
張力の作用によって太陽電池モジュールの任意の位置から架台に向けて流れようとする雨
水が、架台に達するまでに落下するため、雨水が太陽電池モジュールから架台に流れるこ
とが抑制される。したがって、架台における錆や腐食の発生が抑制される。

【００２４】
　また、太陽電池モジュールの裏面側にも疎水性部材を設けることで、裏面側に回り込ん
だ雨水が太陽電池モジュールから架台の表面に流れることが極力抑制される。
【００２５】
　また、太陽電池モジュールと架台とを接続する部分を囲むように疎水性部材を設けるこ
とで、雨水が太陽電池モジュールから架台の表面に流れることが更に抑制される。
【００２６】
　また、太陽電池モジュールの側面を複数の領域に区分けするように、太陽電池モジュー
ルの受光面側から裏面側にかけて疎水性部材を延設させることで、太陽電池モジュール上
に降り注ぐ雨水が合流して大きな流れになることが抑制されるため、太陽電池モジュール
から架台の表面への雨水の流れが更に低減される。
【００２７】
　また、重力方向に架台が配置されていない位置に疎水性部材を設けることで、太陽電池
モジュール上に降り注いだ雨水が、架台へ至る量が更に低減される。
【００２８】
　また、太陽電池モジュールの任意の位置から架台の表面に向けて雨水が流れる経路に、
重力方向に向かって断面積が徐々に減少する突起を設けることで、太陽電池モジュール上
に降り注いだ雨水が、表面を伝って架台の表面へと流れていく途中で、落下し易くなるた
め、太陽電池モジュール上に降り注いだ雨水が、架台へ至る現象が更に抑制される。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２９】
　以下、本発明の実施形態を図面に基づいて説明する。
【００３０】
　＜太陽電池アレイの構成＞
　図１は、本発明の実施形態に係る太陽電池アレイ１の外観を模式的に示す斜視図である



(5) JP 5106895 B2 2012.12.26

10

20

30

40

50

。図１および図１以降では、方位関係を明確化するために、相互に直交するＸＹＺの３軸
を付している。
【００３１】
　図１では、例えば略平坦な地面又は地面に対して略平行な面（以下「設置対象面」と称
する、図１ではＸＹ平面）上に設置された太陽電池アレイ１が例示されている。
【００３２】
　太陽電池アレイ１は、主に２つの太陽電池モジュール１０と架台２０とを備える。
【００３３】
　太陽電池モジュール１０は、太陽電池パネル１０Ｐと、パネル保持フレーム１０Ｆとを
備える。
【００３４】
　太陽電池パネル１０Ｐは、例えば、受光面が約１５ｃｍ四方の正方形を有する太陽電池
素子が格子状に複数個敷き詰められ、その上面が透明ガラス等で被覆されて形成される。
【００３５】
　パネル保持フレーム１０Ｆは、ロの字型の形状を有し、太陽電池パネル１０Ｐを周囲か
らその太陽電池パネル１０Ｐの端部付近で保持するものである。このパネル保持フレーム
１０Ｆは、例えば、防食性および軽量化などを考慮すると、アルミニウムなどの軽金属な
どによって構成されるのが好適である。
【００３６】
　図２は、架台２０の構成を説明するための模式図であり、架台２０の一部については組
み立て工程を示すための分解模式図となっている。
【００３７】
　架台２０は、太陽電池モジュール１０を支持するものであり、主に２本のベース架台２
１Ａ，２１Ｂと、２本のモジュール保持フレーム２２Ａ，２２Ｂと、２本のサポートレッ
グ２３Ａ，２３Ｂとを備える。
【００３８】
　２本のベース架台２１Ａ，２１Ｂは、設置対象面上において長手方向がＸ軸方向に沿っ
て配置され、相互に略平行かつＹ方向に所定距離だけ離隔されて配置される。
【００３９】
　２本のモジュール保持フレーム２２Ａ，２２Ｂは、太陽電池パネル１０Ｐの受光面を太
陽光を効率良く受光するのに適した角度に調節するための部材である。この２本のモジュ
ール保持フレーム２２Ａ，２２Ｂは、設置対象面に対して所定角度だけ傾けられ、相互に
略平行かつＸ方向に所定距離だけ離隔されて配置される。より詳細には、２本のモジュー
ル保持フレーム２２Ａ，２２Ｂは、それぞれ一端近傍がベース架台２１Ａに溶着されたフ
ットブラケットＦＢを介してボルトやワッシャーやナット等によりベース架台２１Ａに対
して固定される。
【００４０】
　２本のサポートレッグ２３Ａ，２３Ｂは、設置対象面に対して所定角度だけ傾けられた
２本のモジュール保持フレーム２２Ａ，２２Ｂを支持する部材である。この２本のサポー
トレッグ２３Ａ，２３Ｂは、相互に略平行かつＸ方向に所定距離だけ離隔されて配置され
る。より詳細には、２本のサポートレッグ２３Ａ，２３Ｂは、各一端近傍がベース架台２
１Ｂに溶着されたフットブラケットＦＢを介してボルトやワッシャーやナット等によりベ
ース架台２１Ｂに対して固定され、各他端近傍が２本のモジュール保持フレーム２２Ａ，
２２Ｂに対してボルトやワッシャーやナット等によりそれぞれ固定される。
【００４１】
　ここで、太陽電池アレイ１は、屋外に設置されることが一般的であり、台風などの強風
によって強い外力が加えられることも想定される。したがって、架台２０は、設置対象面
上で太陽電池アレイ１を安定させるために、ある程度の重量を有することが好ましい。更
に、コストおよび耐食性等を併せて考えると、架台２０を構成する各部は、例えば表面に
亜鉛やアルミ系のメッキ加工（メッキ処理）が施された鋼材（具体的にはメッキ鋼板）が
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適宜成形されたものであることが好適である。
【００４２】
　そして、図２の破線で示すように、２本のモジュール保持フレーム２２Ａ，２２Ｂ上に
太陽電池モジュール１０がネジ止め（不図示）などによって固定されることで、図１で示
したような太陽電池アレイ１が完成する。この太陽電池アレイ１では、設置対象面に対し
て２本のモジュール保持フレーム２２Ａ，２２Ｂが所定角度だけ傾けられているため、太
陽電池モジュール１０の受光面が、設置対象面や地面に対して所定角度だけ傾けられる。
換言すれば、物体が重力によって引き寄せられる方向（以下「重力方向」と称する）に対
して、太陽電池モジュール１０の受光面が、所定の角度を成した状態となる。
【００４３】
　＜架台の腐食等の抑制＞
　太陽電池アレイ１では、太陽電池モジュール１０が、太陽電池パネル１０Ｐを中心に上
空に向けて広い面積を有しているため、降雨時には太陽電池モジュール１０の受光面側に
多量の雨が降り注ぐ。この太陽電池モジュール１０の受光面側に降り注いだ雨は、太陽電
池モジュール１０の受光面側が設置対象面に対して所定角度だけ傾斜されていることも作
用して、表面張力と重力との作用により、太陽電池モジュール１０の表面に沿って、架台
２０に向けて流れる。
【００４４】
　この雨水の流れは、何も工夫を加えなければ、架台２０に到達し、大量の雨水等により
架台２０の表面を覆うメッキ層の腐食や剥離を促進させ、ひいては架台２０における錆の
発生や腐食の促進を招いてしまう。また、特に経路のうち雨水が合流する部位においては
、雨水が集中することでメッキ層の腐食や剥離がさらに促進される可能性がある。
【００４５】
　そこで、本発明の実施形態に係る太陽電池アレイ１では、太陽電池モジュール１０から
架台２０に向けた雨水の流れを効果的に抑制するような特別な構成を加えることで、架台
における錆や腐食の発生を抑制している。以下、この特別な構成について説明する。
【００４６】
　図３は、太陽電池モジュール１０のうち、設置対象面に最も近い辺の縁近傍の断面模式
図であり、図４は、太陽電池モジュール１０のうち、設置対象面に最も近い角部近傍の外
観を示す斜視図である。なお、図３で示すように、太陽電池パネル１０Ｐは、受光面ＰＤ
と、所謂ＰＥＴ(ポリエチレンテレフタレート)製のバックシートＢＳ等によって構成され
た裏面（受光面ＰＤとは反対側の面）を有し、パネル保持フレーム１０Ｆによって保持さ
れている。
【００４７】
　図１、図３および図４で示すように、パネル保持フレーム１０Ｆの４辺のうち設置対象
面に最も近い１辺の上面、ここでは、太陽電池モジュール１０の受光面側の最下部近傍に
沿って、疎水性部材３０ａが設けられる。
【００４８】
　つまり、太陽電池モジュール１０の表面のうち、受光面ＰＤの端部から架台２０の表面
に至る経路、言い換えれば受光面ＰＤの端部から架台２０の表面にかけた経路の少なくと
も一部に疎水性部材３０ａが設けられる。なお、図３で示すように、疎水性部材３０ａの
ＹＺ平面に沿った断面形状は、直角三角形に近い形状を有する。
【００４９】
　ここで、疎水性部材３０ａは、例えば、室温の空気中における水の濡れ性の指標となる
いわゆる接触角が４０°以上となるような疎水性を有する素材によって構成される。なお
、疎水性は、疎水性部材３０ａが設けられた箇所によって異なる。すなわち、パネル保持
フレーム１０Ｆに疎水性部材３０ａを設ける場合と、バックシートＢＳの表面に疎水性部
材３０ａを設ける場合とで、疎水性部材３０ａの素材が異なっていてもよい。そして、こ
のような素材としては、いわゆるシリコン樹脂やフッ素樹脂などが挙げられ、疎水性部材
３０ａが、例えば、シリコン樹脂およびフッ素樹脂のうちの少なくとも１つの素材によっ
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て構成される態様が考えられる。
【００５０】
　また、パネル保持フレーム１０Ｆ上に対する疎水性部材３０ａの設置手法としては、例
えば、耐水性を有する接着剤などによって疎水性部材３０ａをパネル保持フレーム１０Ｆ
上に接着するような手法が挙げられる。
【００５１】
　図３では矢印で雨水の流れの経路（雨水経路）ＡＲを例示しているが、太陽電池パネル
１０Ｐの受光面ＰＤに沿って流れて来る雨水が、疎水性部材３０ａ上ではじかれて、太陽
電池モジュール１０の表面から離れて、重力に従って設置対象面に向けて落下する。つま
り、太陽電池モジュール１０の表面に沿って、受光面ＰＤから架台２０の表面に向けて雨
水が流れる経路上に疎水性部材３０ａが設けられると、雨水が架台２０に達するまでに落
下するため、雨水が太陽電池モジュール１０から架台２０に流れることが抑制される。
【００５２】
　このように、雨水経路ＡＲの様に、疎水性部材３０ａから雨水が設置対象面に向けて落
下するが、疎水性部材３０ａの存在により太陽電池モジュール１０上に降り注いだ雨水が
架台２０へ至る量を極力低減する観点から言えば、雨水が落下した先に架台２０が極力存
在していないことが好ましい。つまり、疎水性部材３０ａが、例えば、ベース架台２１Ａ
，２１Ｂ、およびモジュール保持フレーム２２Ａ，２２Ｂなどといった架台２０を構成す
る各部材の直上に設けられない方が好ましい。更に視点を変えて言えば、疎水性部材３０
ａから見た重力方向（ここでは－Ｚ方向）に、架台２０が設置されていないこと、すなわ
ち疎水性部材３０ａから見た重力方向に架台２０が設置されていないような位置に疎水性
部材３０ａが設けられることが好ましい。
【００５３】
　また、図１および図４で示すように、パネル保持フレーム１０Ｆの端面すなわち側面（
図中では、－Ｙ方向から所定角度だけ下に向いた面、ならびに±Ｘ方向の面）にも、複数
箇所において、疎水性部材３０ａと同様な素材によって構成される疎水性部材３０ｂが設
けられる。
【００５４】
　図１および図４では、パネル保持フレーム１０Ｆの一辺ごとに３箇所、すなわち１つの
パネル保持フレーム１０Ｆごとに９箇所（＝［３箇所／辺］×３辺）において、疎水性部
材３０ｂが設けられる。各疎水性部材３０ｂは、パネル保持フレーム１０Ｆの側面を太陽
電池モジュール１０の受光面側から裏面側にかけて横断するように延設される。その結果
、太陽電池モジュール１０の側面が辺ごとに３つの疎水性部材３０ｂによって４つの領域
に区分される。なお、ここでは、太陽電池モジュール１０の各辺の側面に、疎水性部材３
０ｂが３つ設けられたが、これに限られず、１以上の疎水性部材３０ｂが設けられれば、
太陽電池モジュール１０の側面が辺ごとに複数の領域に区分けされる。
【００５５】
　このような疎水性部材３０ｂの存在により、太陽電池モジュール１０の側面を伝って流
れる雨水は、疎水性部材３０ｂ上ではじかれて、太陽電池モジュール１０の表面から離れ
て、重力によって設置対象面に向けて落下する。そして、このような疎水性部材３０ｂが
適切な数だけ設けられると、太陽電池モジュール１０上に降り注ぐ雨水が合流して大きな
流れになることが抑制される。このため、大きな雨水の流れによって、疎水性部材３０ｂ
を雨水が乗り越えて、架台２０まで雨水が到達することを抑制することができる。すなわ
ち、太陽電池モジュール１０から架台２０への雨水の流れが更に低減される。なお、雨水
の合流を極力防ぐ観点から言えば、疎水性部材３０ｂを出来るだけ多く設ける方が好まし
いが、コストも考慮して、適切な数の疎水性部材３０ｂを設けることが更に好ましい。
【００５６】
　なお、疎水性部材３０ｂの配置についても、疎水性部材３０ａの配置と同様な理由によ
り、疎水性部材３０ｂによって雨水が架台２０に極力到達しないようにする観点から言え
ば、疎水性部材３０ｂから見た重力方向に架台２０が設置されていないことが好ましい。
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【００５７】
　図５は、太陽電池モジュール１０の裏面側の構成を示す模式図である。
【００５８】
　太陽電池モジュール１０の裏面は、主に太陽電池パネル１０ＰのバックシートＢＳと、
パネル保持フレーム１０Ｆの下面によって構成され、太陽電池パネル１０Ｐの一方電極（
受光面側の電極）および他方電極（裏面側の電極）の集電電極に対して電気的に接続され
た端子ボックスＢＫがバックシートＢＳに対して固設される。
【００５９】
　また、図５で示すように、バックシートＢＳ上に対して、細長い形状を有する疎水性部
材３０ｃが３本設けられる。より詳細には、３本の疎水性部材３０ｃは、相互に所定距離
だけ離隔して配置され、パネル保持フレーム１０Ｆの一辺から対向する辺（対辺）にかけ
て延設されることで、太陽電池パネル１０Ｐの裏面が４つの領域に区分けされる。ここで
は、太陽電池パネル１０Ｐの裏面に、疎水性部材３０ｃが３本設けられたが、これに限ら
れず、１以上の疎水性部材３０ｃが設けられれば、太陽電池パネル１０Ｐの裏面が複数の
領域に区分けされる。
【００６０】
　このような疎水性部材３０ｃの存在により、太陽電池モジュール１０の裏面に回り込ん
で来た雨水が、疎水性部材３０ｃ上ではじかれて、太陽電池モジュール１０の表面から離
れて、重力によって設置対象面に向けて落下する。そして、このような疎水性部材３０ｃ
が適切な数だけ設けられると、太陽電池モジュール１０上に降り注ぐ雨水が裏面側にある
程度回り込んで来ても、太陽電池モジュール１０から架台２０に雨水が流れることが極力
抑制される。なお、雨水が極力架台２０に流れないようにする観点から言えば、太陽電池
モジュール１０の裏面に疎水性部材３０ｃを出来るだけ多く設ける方が好ましいが、コス
トを考慮して、適切な数の疎水性部材３０ｃを設けることが更に好ましい。また、疎水性
部材３０ｃの長手方向（すなわち延設方向）は、太陽電池パネル１０Ｐの裏面に沿って雨
水が流れやすい方向に対して垂直な方向（ここではＸ方向）と平行であることが、効率良
く雨水を落下させる上で好適である。
【００６１】
　また、疎水性部材３０ｃの配置についても、疎水性部材３０ａ，３０ｂの配置と同様な
理由により、疎水性部材３０ｃによって雨水が架台２０に極力到達しないようにする観点
から言えば、疎水性部材３０ｃから見た重力方向に架台２０が設置されていないことが好
ましい。
【００６２】
　以上のように、本発明の実施形態に係る太陽電池アレイ１では、太陽電池モジュール１
０の任意の位置から架台２０にかけた経路上に、疎水性を有する部材が設けられる。この
ため、太陽電池モジュール１０上に降り注ぎ、太陽電池モジュール１０上における表面張
力の作用によって太陽電池モジュール１０の任意の位置から架台２０に向けて流れようと
する雨水が、架台２０に達するまでに落下する。その結果、雨水が太陽電池モジュール１
０から架台２０に流れることが抑制され、架台２０における錆や腐食の発生が抑制される
。
【００６３】
　なお、太陽電池モジュール１０を構成する金属、架台を構成するメッキ鋼板、太陽電池
パネル１０Ｐの受光面を覆う透明ガラスなどは、親水性（室温の空気中における水の濡れ
性の指標となるいわゆる接触角が４０°未満）の特性を有する。このため、フレーム部材
（ここでは、パネル保持フレーム１０Ｆ）や架台２０や受光面の表面よりも高い疎水性を
有する、すなわち疎水性の度合いが大きい疎水性部材３０ａ～３０ｃが、パネル保持フレ
ーム１０Ｆ上や太陽電池パネル１０Ｐの裏面に設けられることで、太陽電池モジュール１
０の表面から架台２０の表面に至る雨水の経路が遮断される。その結果、架台２０におけ
る錆や腐食の発生が抑制される。
【００６４】
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　＜その他＞
　以上、この発明の実施形態について説明したが、この発明は上記説明した内容のものに
限定されるものではない。
【００６５】
　◎例えば、上記実施形態では、耐水性を有する接着剤などによってパネル保持フレーム
１０Ｆ上に対して疎水性部材３０ａを接着したが、これに限られず、例えば、パネル保持
フレーム１０Ｆ上に疎水性を有する素材をコーティング（例えば、フッ素コーティング）
するなどといった別の手法も挙げられる。
【００６６】
　図６は、変形例に係る太陽電池モジュールのうち、設置対象面に最も近い辺の縁部近傍
の断面模式図である。なお、図６では、上記実施形態と同様な部分には同じ符号を付し、
重複説明を省略する。図６では、図３で示した太陽電池モジュール１０の端部近傍と比較
して、パネル保持フレーム１０Ｆの上面側が太陽電池モジュール１０の縁部において尖鋭
となるように構成されたパネル保持フレーム１０ＦＡとされ、そのパネル保持フレーム１
０ＦＡの上面に、疎水性を有する素材がコーティングされることで、疎水性部材３０ａＡ
が形成された態様が示されている。
【００６７】
　◎また、上記実施形態では、太陽電池モジュール１０の受光面側の最下部近傍の縁の略
全長に沿って、疎水性部材３０ａが延設されたが、これに限られず、例えば、図７で示す
ように、太陽電池モジュール１０の受光面側の最下部近傍のうち、太陽電池モジュール１
０と架台２０とを物理的に接続する部分の比較的近い位置に、疎水性部材３０ａ’が選択
的に配置されるなど、疎水性部材３０ａの配置を種々変更しても良い。
【００６８】
　◎また、上記実施形態では、太陽電池モジュール１０の裏面に、細長い形状を有する疎
水性部材３０ｃが設けられたが、これに限られず、例えば、太陽電池モジュール１０と架
台２０とを物理的に接続する部分（接続部）を取り囲むように、疎水性部材を設けること
で、雨水が太陽電池モジュール１０から架台２０に流れることを更に抑制するような態様
も考えられる。
【００６９】
　接続部を取り囲むように疎水性部材が設けられた態様には、種々のバリエーションが存
在するため、以下、図８から図１０において、接続部を取り囲むように疎水性部材が設け
られた態様の具体例を示して説明する。なお、図８から図１０では、上記実施形態と同様
な部分には同じ符号を付し、重複説明を省略する。
【００７０】
　図８から図１０では、太陽電池モジュール１０の裏面に対して、４本の架台（破線部）
２０Ａが接続部ＣＮにおいて物理的に接続されている簡略化された例が示されている。
【００７１】
　図８では、太陽電池モジュール１０の裏面側のバックシートＢＳ上に略円形状に疎水性
部材３０ｄが設けられ、その疎水性部材３０ｄに対して架台２０Ａが固設されるため、疎
水性部材３０ｄが、接続部ＣＮを形成するとともに、接続部ＣＮの周囲を取り囲んでいる
態様が示されている。図９では、バックシートＢＳの外縁部近傍、すなわちバックシート
ＢＳ上のパネル保持フレーム１０Ｆに沿った位置に、疎水性部材３０ｅが設けられること
で、疎水性部材３０ｅが接続部ＣＮの周囲を取り囲んでいる態様が示されている。図１０
では、パネル保持フレーム１０Ｆの裏面側の各辺に沿って、疎水性部材３０ｆが設けられ
ることで、疎水性部材３０ｆが接続部ＣＮの周囲を取り囲んでいる態様が示されている。
【００７２】
　◎また、上記実施形態では、図３で示したように、疎水性部材３０ａのＹＺ平面に沿っ
た断面形状が直角三角形に近い形状を有していたが、これに限られず、種々の形状を採用
することができる。以下、疎水性部材３０ａのＹＺ平面に沿った断面形状を変更した疎水
性部材３０ａＢのＹＺ平面に沿った断面形状の具体例を挙げて説明する。
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【００７３】
　図１１は、太陽電池モジュール１０のうち、設置対象面に最も近い辺の縁部近傍の断面
模式図であり、図１２は、太陽電池モジュール１０のうち、設置対象面に最も近い角部近
傍の外観を示す斜視図である。なお、図１１および図１２では、上記実施形態と同様な部
分には同じ符号を付し、重複説明を省略する。
【００７４】
　図１１および図１２で示すように、疎水性部材３０ａＢは、図３で示した疎水性部材３
０ａと比較して、－Ｙ方向および－Ｚ方向に張り出して、下方（－Ｚ方向）に対して突起
した部分（突起部）ＶＣを有する部材（以下「突起部材」とも称する）となっている。こ
の突起部ＶＣは、設置対象面に向けて突設され、重力方向に向かって設置対象面（すなわ
ちＸＹ平面）に平行な断面積が徐々に減少する形状を有している。
【００７５】
　このように、下に凸の氷柱のような突起構造が、太陽電池モジュール１０の受光面ＰＤ
の端部から架台２０の表面にかけた経路の少なくとも一部に設けられると、太陽電池モジ
ュール１０上に降り注いだ雨水が、表面を伝って架台２０へと流れていく途中で、突起構
造において図１１の白抜き矢印の方向に落下し易くなる。このため、太陽電池モジュール
１０上に降り注いだ雨水が、架台２０へ至る現象が更に抑制される。
【００７６】
　なお、ここでは、突起構造が疎水性部材３０ａＢで構成された例を示したが、これに限
られず、例えば、パネル保持フレーム１０Ｆのうち、設置対象面に最も近い辺の縁部に、
設置対象面に向けて突設され、重力方向に向かって設置対象面に平行な断面積が徐々に減
少する突設部が設けられても、同様な作用効果を得ることができる。
【００７７】
　◎また、上記実施形態では、パネル保持フレーム１０Ｆや太陽電池パネル１０Ｐに対し
て疎水性部材３０ａ～３０ｃを設けたが、これに限られず、例えば、架台２０を構成する
部材のうち、太陽電池モジュール１０と近接した部分の表面に対して、疎水性部材を設け
たり、疎水性の素材をコーティングしたりすることで、太陽電池モジュール１０の任意の
位置から架台２０に向けて流れようとする雨水を、架台２０に達するまでに落下させるよ
うにしても良い。なお、このような構成を採用する際には、架台２０の表面のうちの、太
陽電池モジュール１０に対して極力近接した領域上に、疎水性部材が設けられる方が、架
台２０における錆や腐食の発生を抑制する上で好ましい。このとき、本発明の効果を得る
ために、架台２０の表面のうちの疎水性部材が設けられる領域よりも、疎水性部材の方が
高い疎水性を有する、すなわち疎水性の度合いが大きくなることは言うまでもない。
【００７８】
　更に、太陽電池モジュール１０と架台２０とを連結する部材（連結部材）が設けられて
いる場合には、この連結部材の表面に対して、疎水性部材を設けたり、疎水性の素材をコ
ーティングしたりすることで、太陽電池モジュール１０の任意の位置から架台２０に向け
て流れようとする雨水を、架台２０に達するまでに落下させるようにしても、上記実施形
態と同様な効果を得ることができる。
【００７９】
　また更に、本実施例では、陸屋根やビルの屋上などの水平な設置面に対して架台を固定
した太陽電池アレイを示したが、これに限定されるものではなく、屋根置き型アレイやビ
ルの壁面に支持金物を取り付けて架台を構成し、太陽電池アレイとする場合等にも好適に
利用可能であることは言うまでもない。
【図面の簡単な説明】
【００８０】
【図１】本発明の実施形態に係る太陽電池アレイの外観を示す模式図である。
【図２】架台の構成を説明するための模式図である。
【図３】太陽電池モジュールの端部近傍の断面模式図である。
【図４】太陽電池モジュールの端部近傍の外観を示す模式図である。
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【図５】太陽電池モジュールの裏面側の構成を示す模式図である。
【図６】変形例に係る太陽電池モジュールの端部近傍の断面模式図である。
【図７】変形例に係る太陽電池アレイの外観を示す模式図である。
【図８】変形例に係る太陽電池モジュールの裏面側の構成を示す模式図である。
【図９】変形例に係る太陽電池モジュールの裏面側の構成を示す模式図である。
【図１０】変形例に係る太陽電池モジュールの裏面側の構成を示す模式図である。
【図１１】変形例に係る太陽電池モジュールの端部近傍の断面模式図である。
【図１２】変形例に係る太陽電池モジュールの端部近傍の外観を示す模式図である。
【符号の説明】
【００８１】
　１　太陽電池アレイ
　１０　太陽電池モジュール
　１０Ｐ　太陽電池パネル
　１０Ｆ　パネル保持フレーム
　２０，２０Ａ　架台
　３０ａ～３０ｆ，３０ａＡ，３０ａＢ　疎水性部材
　ＡＲ　雨水経路
　ＣＮ　接続部
　ＰＤ　受光面
　ＶＣ　突起部
　ＢＳ　バックシート

【図１】 【図２】



(12) JP 5106895 B2 2012.12.26

【図３】

【図４】

【図５】

【図６】

【図７】

【図８】

【図９】

【図１０】
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